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〔キーワード〕商品形態の模倣（不競法２条１項３

号）、実質的同一性（酷似）、需要者の着目・印象、

袖形状の相違、リボンの有無

【事案の概要】
　本件は、原告が、被告に対し、被告において別紙

１被告商品目録記載１ないし６の各ブラウス（以下、
個別には同目録記載の番号に応じて「被告商品１」
などといい、これらを併せて「被告各商品」という。）
の譲渡、譲渡のための展示又は輸入（以下「譲渡等」
という。）をする行為は、別紙２原告商品目録記載１
ないし４の各ブラウス（以下、個別には同目録記載
の番号に応じて「原告商品１」などといい、これら
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を併せて「原告各商品」という。）の形態を模倣した
商品の譲渡等として不正競争（不正競争防止法２条
１項３号）に該当すると主張して、①不正競争防止
法３条１項による差止請求権に基づき譲渡等の禁止、
②同条２項による廃棄請求権に基づき被告各製品の
廃棄、③同法４条による損害賠償請求権に基づき損
害賠償金3298万6800円及びこれに対する不正競争後
の日（本訴状送達の日の翌日）である平成29年９月
16日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合に
よる遅延損害金の支払を求めた事案である。
１　前提事実（当事者間に争いがない又は後掲の証

拠〔以下、書証番号は特記しない限り枝番の記載

を省略する。〕及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実）

（１）当事者

原告（株式会社PETTERS）は、婦人服等の
企画、製造、販売を業とする株式会社であり、

「tocco」等のブランド名を使用して婦人服を販
売している。

被告（株式会社マキシム）は、衣料品等の販
売、卸売及び輸出入等を業とする株式会社であ
り、「KOBELETTUCE」又は「神戸レタス」の
ブランド名を使用して婦人服を販売している。

（２）原告各商品の販売

原告は、平成27年８月７日から原告商品１及
び原告商品３の販売を、平成28年３月18日から
原告商品２及び原告商品４の販売を、それぞれ
開始した（甲９）。原告は、原告各商品を「tocco 
closet」と題するインターネットショッピングサ
イトにおいても販売している（甲２、22）。

（３）被告各商品の販売

被告は、遅くとも平成28年５月１日以降、被
告各商品を輸入し、公式ウェブサイト及び楽
天株式会社の運営する楽天市場等の多数のイン
ターネットショッピングサイトや実店舗におい
て、被告各商品を譲渡し、譲渡のために展示し
た。

（４）被告による販売継続

原告は平成29年２月25日、被告に対し、不正
競争防止法上の差止請求権に基づき、被告各商
品の譲渡等の停止と在庫の廃棄を求める旨等を
記載した警告書を送付したが、被告は原告の要

望に応えることはできない旨を回答し、現在も
被告商品の譲渡等を継続している。

２　争点

（１）原告各商品は不正競争防止法２条１項３号
の「他人の商品」に当たるか（争点１）

（２）被告商品１は原告商品１の、被告商品２及
び被告商品５は原告商品２の、被告商品３及び
被告商品６は原告商品３の、被告商品４は原告
商品４の各形態を模倣した商品であるか（争点
２）

（３）原告各商品の形態は不正競争防止法２条１
項３号の「商品の形態」に当たるか（争点３）

（４）損害の発生及び額（争点４）

【判　　断】
１　事実認定

後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事
実が認められる。

（１）原告各商品の形態等

ア　原告各商品は、「afres」の名称で、「チョイ
肩見せお袖リボンお目立ち令嬢ブラウス」と
の説明を添えて販売されている色を除いて形
態を共通にする商品である（甲２、22）。

イ　原告各商品の形態は、別紙２原告商品目録
記載１ないし４の各写真のとおりであり、具
体的には次のとおりである（甲２、５〜８、
16〜21、22）。

（ア）全体・シルエット
裾に向かって若干広がっているノース

リーブブラウスに、ボリュームを持たせた
フリル袖を縫い付けることで肩及び上腕の
上部を少し見せる形態としたブラウスであ
る。

（イ）生地
生地は、布帛（織物生地）が用いられて

いる。
（ウ）色

原告商品１は黒色、原告商品２は濃い
ネイビー色、原告商品３はオフホワイト色、
原告商品４は、白色と黒色の縦横とも同じ
太さのギンガムチェックである。


